
20%20%

ご 住 所

〒　　　　-

（ 昭・平・令　　　年　　　月　　　日生 ）

（ 昭・平・令　　　年　　　月　　　日生 ）

（ 昭・平・令　　　年　　　月　　　日生 ）

（ 昭・平・令　　　年　　　月　　　日生 ）

（ 昭・平・令　　　年　　　月　　　日生 ）

しらたまカード 登録申込書

※ 住所が異なる方を申込む場合は、複数に分けてお申込みください。
※ 必ず全項目をご記入ください。記入漏れがあると無効となります。
※ 申込は国富町商工会まで持参いただくか、郵送にてお申込みください。
※ しらたまカードは、お一人様 1 枚の発行となります。重複してのお申
　 込みはできません。 

お 名 前
（生年月日）

　　　　　－　　　　　－　　　　　電話番号
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申込締切　３月19日（火）

フリガナ

フリガナ

フリガナ

フリガナ

フリガナ

※最大4,000ポイント（20,000円チャージ）となります。

しらたまカードに電子マネーをチャージしていただくと

::::: イベント日時 :::::

2024年４月６日（土）～７日（日）
午前10：00～午後３：00
::::: イベント会場 :::::

交流プラザくにとみ屋 （国富町大字本庄4043-5）

::::: お問い合わせ :::::

国富町商工会　TEL：0985-75-2211
しらたまカードの加盟店に関する情報は、商工会のHPをご覧ください。
https://kunitomi-shokokai.jp/

右の「申込書」に必要事項をご記入の上、国富町商工会まで
持参、または郵送（３月19日の当日消印有効）にてお申込
みください。

::::: 申  込  方  法 :::::

登録申込書を提出した方には事務局より引換通知書を送
付しますので、引換通知書、本人確認証（免許証等）及び
チャージする現金をイベント会場にご持参ください。

::::: 引  換  方  法 :::::

検 索検 索国富町商工会

ポイント還元!ポイント還元!

4,000円分の電子ポイントプレゼント4,000円分の電子ポイントプレゼント
最大

イベント期間中、会場にて
電子マネーをチャージした場合、 
20％の電子ポイントをプレゼントします！ 

しらたま
カード

しらたまカードに電子マネーをチャージしていただくと
国富町内外国富町内外にお住まいの皆様にニュースです!

※予算に達し次第、終了いたします。

第１章　総則
（会員）
第１条　会員とは、本約款に同意の上、国富町商工会シール会（以下「シール会」と
いいます）に「しらたまカード」（以下「本カード」といいます。）入会届を提出し、シー
ル会が入会を認めた方をいいます。

（定義）
第２条　本約款において使用する用語の定義は、次のとおりとします。
（１）本カード
会員が本約款に従って、しらたまマネー及びしらたまポイントを記録し使用する
ために必要な機能を備えたカード（電子会員証を含む）
（２）電子会員証
シール会所定のアプリケーションであり、当該アプリケーションがインストール
されたスマートフォンによりしらたまマネー及びしらたまポイントの使用が可能と
なるもの
（３）しらたまマネー
本カードに記録される円単位の金額についての電子的情報であって、本約款に基
づき会員が商品等の代金の支払に使用することができる電子マネー
（４）しらたまポイント
本カードの利用に付随して会員に付与される電子的情報であって、本約款に基づ
き会員がシール会所定のサービスを受けることができるもの
（５）チャージ
本カードに記録されたしらたまマネーの金額を加算すること

（６）ボーナスポイント
会員が本カードにチャージしたときに付与されるしらたまポイント

（７）加盟店
商品等の販売及び提供に係る代金の支払いについて、会員が本カードを使用する
ことができる事業者 
（８）商品等
会員が販売又は提供を受ける物品及びサービス等

（９）端末機
商品等の購入又は提供の代金の支払いについて、会員が本カードを使用するため
に必要となる機器であって、加盟店又はシール会が指定する場所に設置される端末
機器
（10）チャージ機
会員がしらたまマネーの発行を受けることのできる端末機器

（カ－ドの発行・使用保管）
第３条　シール会は会員に対し、本カードを発行し、貸与します。なお、本カードの
所有権はシール会に帰属します。
２　会員は、本カードを貸与された時は直ちに本カードの署名欄に自署し、会員自身
で管理・保管するものとします。
３　本カードは、他人に貸与、譲渡、質入れ、担保提供等に使用できないものとします。
また、会員がこれらの行為によって発生した損害は、会員の負担となります。
４　会員が本条第２項または第３項に違反し、その違反に起因して発生した損害は、
会員の負担となります。

（カードの紛失・盗難等と再発行）
第４条　会員が本カードを紛失し、又は盗難にあったときは、遅滞なく紛失・盗難等
及び再発行届をシール会あてに提出するものとします。
２　前項に反し、何の連絡もせず他人に不正使用された場合、又はその他何らかの損
害が生じた場合でも、シール会は一切の責任を負わないものとします。
３　本カードは原則として再発行いたしません。ただし、紛失、盗難、毀損、滅失等
でシール会が認めた場合（本約款第１３条及び第１４条に基づき本人が確認出来た
場合）に限り再発行するものとします。
４　シール会の都合により本カードを再発行する場合は、前項は適用されないものと
します。

（退会並びにカードの使用停止と返却）
第５条　会員の都合により本カードを退会するときは、遅滞なく退会届を提出し、直
ちに本カードを切断後、返却または会員の責任で破棄するものとします。
２　会員が次のいずれかに該当した場合、シール会は会員に通知することなく本カー
ドの利用を停止し、又は会員の資格を取り消すことができるものとします。会員は
シール会が本カードの返却を求めた場合は、すみやかに返却するものとします。
（１）入会時に虚偽の申告をしたとき。
（２）本約款のいずれかに違反したとき。
（３）その他、シール会が会員として不適格と判断したとき。
３　本カード回収に要した一切の費用は会員が負担するものとします。
４　会員資格を喪失した場合は、当然に会員としての権利を喪失することを予め承認
するものとします。
５　利用者が死亡した場合には、利用者資格は喪失され、一切の本カードを利用でき
なくなります。
６　前項の場合、会員であった者（またはその遺族）は、シール会の指示に従い、本カー
ドを返却するものとします。

（届出事項の変更）
第６条　会員は、シール会に届け出た住所・氏名等に変更があった場合には、遅滞な
く届出事項変更届を提出するものとします。

（付帯サービス等）
第７条　会員は、シール会が提供する付帯サービス及び特典（以下「付帯サービス」
という。）を所定の方法により利用することができるものとします。付帯サービス
及びその内容については、会員に対し通知または告知するものとします。
２　会員は、付帯サービスの利用等に関する約款等がある場合には、それに従うもの
とします。
３　会員は、シール会が必要と認めた場合には、会員への予告又は通知なしに変更も
しくは中止される場合があることを予め承諾するものとします。
４　会員は、本約款第５条第２項の各号のいずれかに該当した場合、付帯サービスの
一部又は全部が利用できなくなることを予め承諾するものとします。

（約款の変更）
第８条　本約款が改定され、シール会から会員に対しその内容を通知もしくは告知し
た後に本カードをご利用された場合は、当該変更内容を承諾したものとみなします。
２　前項の告知がなされた後、会員が退会することなく３０日を経過した場合には、

シール会は会員が当該変更内容を承諾したものとみなします。
（反社会的勢力との取引排除）
第９条　会員（本条においては、本カード会員へ申し込みをしようとする方を含む）
は次に定める事項を表明し、保証します。
（１）自己及び自己の役員・株主（以下「関係者」という）が、暴力団、暴力団関係
企業もしくはこれらに準ずる者又はその構成員（以下総称して「反社会的勢力」
という）でないこと

（２）自己及び自己の関係者が反社会的勢力を利用しないこと
（３）自己及び自己の関係者が、反社会的勢力に資金等の提供、便宜の供給等、反社
会的勢力の維持運営に協力又は関与しないこと

（４）自己及び自己の関係者が、反社会的勢力と関係を有しないこと
（準拠法）
第10条　会員とシール会の諸契約に関する準拠法は、すべて日本国法を適用するも
のとします。

（合意管轄裁判所）
第11条　会員は、本約款について紛争が生じた場合、訴額に応じて、シール会の所
在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を管轄裁判所とすることに同意するもの
とします。

（消費税）
第12条　本約款にかかわる諸手数料・サービス料その他について消費税が賦課され
る場合、または消費税率が変更される場合は、会員は、当該消費税相当額または当
該増額分を負担するものとします。

（個人情報の収集・利用・提供及び登録に関する同意）
第13条　会員は、個人情報（申込時に会員が記入する会員の属性等の情報。）の収集・
利用・提供及び登録に関し、以下の内容に同意するものとします。
２　シール会が下記のため、個人情報を収集し利用すること。
（１）現在ポイントやしらたまマネー照会等、会員本人様からの問い合わせに対する
回答

（２）本カード紛失時の再発行処理。但し、本カード紛失時の再発行及び停止等の処
理は、申込時に漏れなく正しい個人情報を記入されてない場合及びシール会に届
け出た住所・氏名等に変更があった際に、遅滞なく所定の届出書によりシール会
に通知がなかった場合は、再発行処理及び停止処理に応じることができないこと
もあります。

（３）アンケートやシール会加盟事業所からのお知らせ、サービスのご案内
（４）商品品揃えや販売戦略立案のための購買分析
３　シール会及びシール会と個人情報の提供に関する契約を締結した加盟店・関連企
業が、正当な事業活動に利用するため、会員に宣伝印刷物の送付等の営業のご案内
をすること。

（個人情報の開示、訂正、削除について）
第14条　会員は、シール会に対して、会員自身の個人情報を開示するよう請求する
ことができます。
２　開示請求により、万一登録内容が不正確または誤りであることが明らかになった
場合、会員は、当該情報の訂正または削除請求ができます。
第２章    ポイントサービス
（ボーナスポイント及びポイントの付与）
第15条　会員が本カードにしらたまマネーをチャージしたとき、ボーナスポイント
１％を付与します。なお、イベント等によって付与されたボーナスポイントについ
ては、付与率が増えることがあります。また、加盟店によっては独自ポイントを発
行する場合があります。 
２ 商品券その他の金券類、はがき、切手、印紙類、たばこ等、一部お買物ポイント
の対象外の商品等があります。
３ 本条第２項について、シール会又は加盟店の都合により異なる場合又は変更する
場合があります。

（ポイントの有効期限）
第16条　しらたまポイントの有効期限は、当該しらたまポイントが付与された日の
属する事業年度の末日から２年後の同日までとし、それ以降は無効とします。なお、
事業年度は毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わります。なお、イベント
等によって付与されたしらたまポイントについては、有効期限が短くなる場合があ
ります。
２　有効期限切れとなったしらたまポイントは、有効期限の翌日にポイント残高から
減算します。
３　しらたまポイントの有効期限及びポイント残高は、各店舗の端末機、ご利用時の
レシート、チャージ機及び専用アプリで確認できます。
４　本約款第５条の規定により会員資格を喪失した時点でしらたまポイントは無効と
なり、ポイントの換金及び現金での払い戻しはできません。

（ポイントの使用）
第17条　会員は、加盟店で本カードを提示することによって、しらたまポイントを
１ポイント１円の価値に換算した金額相当額で、加盟店から商品等の販売又は提供
を受ける場合において、当該商品等の代金の全部または一部の支払いに使用するこ
とができます。
２　しらたまポイントは、現金及び商品券との交換はできません。
３　会員が返品等の事由で第１項による決済を取り消した場合、原則としてしらたま
ポイントを使用して支払われた分の決済代金についてはポイントで返還され、しら
たまマネー等で支払われた分の決済代金についてはしらたまマネー等で返還されま
す。なお、しらたまポイントで支払われた分の決済代金が現金等で返還された場合
には、しらたまポイントの返還はありません。

（ご相談窓口）
第18条　本カードに関するご相談又はご質問は、以下へご連絡ください。

国富町商工会シール会
〒880－1101　宮崎県東諸県郡国富町大字本庄4049番地
電話番号：０９８５－７５－２２１１
受付時間：土・日・祝日及び年末年始（12月29日～31日・１月１日～３日）を除く、
　　　　　平日の午前８時30分～午後５時15分
　　　　　（昼休憩時間：午後12時～午後１時を除く）

しらたまカード会員約款
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切手をお貼り
ください

※加盟店によっては、電子マネーをチャージできない店舗がございます。
※店舗一覧は令和６年２月６日時点での加盟店状況となります。
※加盟店の状況は随時国富町商工会のHPでお知らせします。

使える店舗一覧
あ ず ま 亭

衣料のながとも
宇 都 宮 薬 局

グルービーヘアーＫ
杉田園芸種苗園

ドラッグストアーいどがわ

B A R 木 蓮
日高オートサービス

平山無邪気鮨
hoittaクレープ

山 内 酒 店
柚木崎菓子舗

弓場元自動車整備工場
ラ フ ィ ー ト

大 早 美 容 室
スナックとも＆とも

華　ぜ　ん
浜 砂 電 器

やきとり　知千

家具のよこやま
和　　代

喫茶スナック茶人
紘　洋　堂
CCT-HAIR
寿　司　清
スナック道

スナックリバー８
た か お 食 堂

トライアングル
２　　階

歩　十　里
ｍａｋａｎａ

マルダイラーメン
理容ナガミネ

CAR SHOP 修
PIZZERIA NO DONALDLEELAND

ラポール・ド・クニトミ

木嶋自動車整備工場
境 田 自 動 車
菅 自 動 車
せ　き　鳥

関 谷 自 動 車
中華料理　王林

つ か さ 亭
T-RACING
畑 中 自 動 車
さ し も す

ライフわたなべ

たこやきよっちゃんｘかけるにゃー
六　　矢

近 藤 商 店
デザイン工房二輪舎

カフェノワンダーランド

木 屋 工 房
高野ストアー
一ツ葉焼窯元

ほけだけパークハウス八町坂

漆 島 商 店
川 越 酒 店

川越自動車整備工場
サン・スマイル

菅 哲 石 油
セブンプラザとりはら

十　　日　　町 六　　日　　町

犬熊・宮王丸・大脇・仮屋原・一丁田

木　　　　　脇

三　　　　　名

北　　　　　俣

南　　　　　俣

深　　　　　年

森永・飯盛・須志田・竹田・向高

稲荷・嵐田・田尻

仲　町 ・ 八　幡

カードカード
国富町

貯まる使 う カードカード

貯めて楽しい

使ってお得!
貯めて楽しい

使ってお得!

お得で楽しいカード

電子マネー及びポイントには有効期限があります電子マネー及びポイントには有効期限があります

電子マネー1,000円ごとに10ポイント加算され
ます。

１ポイント＝１円として、お買物でご利用できます。
有効期限は、左記のとおりです。（レシートに記載
されます）

■ポイント有効期限（最長３年、最短２年）

ポイント獲得年度

獲得期間

4/1 3/31

１年経過

猶予期間

２年経過 ３年以上経過➡失効

■電子マネー有効期限（最長６カ月、最短５カ月）

電子マネーチャージ月

獲得期間

５カ月経過

猶予期間

６カ月以上経過➡失効

＊店舗によっては独自ポイントを発行する場合があります。
＊一番早く切れるポイント・電子マネーがレシートに印字され
ます。
＊イベント等で付与したポイント・電子マネーは左記の期間よ
り早く切れる場合があります。

ご飲食

お買物

貯まる使  う

使  う貯まる
サービス

（理美容、修理など）

国富町外の人も
（おみやげ、お飲食など）

チャージチャージ しらたま
カード

一部加盟店および
チャージ機での現金チャージ

入会金、年会費など一切無料！
入会カンタン！誰でもすぐに作れます！入会カンタン！誰でもすぐに作れます！

しらたまカードは、カードに現金をチャージしてご利用いた
だけます。
（現金のみで、クレジット等でのチャージはできません。）
1,000円をチャージするごとに10ポイント（１％）貯まり
ます。
※チャージは、特定の加盟店及びチャージ機にて行うことが
できます。

ポイントがどんどん貯まります！ポイントがどんどん貯まります！

しらたまカードは、専用アプリと連携することで、アプリで
もチャージ・決済することができます。
また、アプリでは随時、電子マネーの残金や使用できるポイ
ントの残高確認や、イベント等の情報も通知で受け取ること
ができますので、是非お試しください。

アプリでもっと便利に！アプリでもっと便利に！

お会計時にお店が発行するレシート（ポイント明細）に、貯まっ
たポイント数と有効期限が記載されています。他にもアプリ
や、加盟店での照会ができます。
また、有効期限については、電子マネーは最長６カ月、ポイ
ントは最長３年。詳細は下図のとおりです。 

ポイントの有効期限についてポイントの有効期限について

今後、「〇倍セールや、〇％還元」等の様々なイベントを計画
します。イベント期間中はたくさんのポイントを獲得するチャ
ンスとなります。

イベントの時はさらにポイントが貯まります。イベントの時はさらにポイントが貯まります。

電子マネーチャージやイベントにて貯めたポイントは、１ポ
イント＝１円として、お買い物等で使うことができます。

貯まったポイントはお買い物に使えます!貯まったポイントはお買い物に使えます!

会員になるとお得がいっぱい!会員になるとお得がいっぱい!


